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九州大学統合移転推進本部規則

平成２１年度九大規則第６３号

施 行：平成２２年 ４月 １日

最終改正：令和 ３年 ３月２５日

（令和２年度九大規則第５３号）

（趣旨）

第１条 この規則は、九州大学学則（平成１６年度九大規則第１号）第１５条の２第２項の規定

に基づき、統合移転推進本部（以下「推進本部」という。）の構成その他必要な事項を定める

ものとする。

（推進本部）

第２条 推進本部は、次に掲げる部局等をもって構成する。

(1) 統合移転事業推進室

(2) 跡地処分統括室

(3) 統合移転推進部統合移転推進課

２ 推進本部に本部長を置き、総長をもって充てる。

３ 本部長は、統合移転事業及び伊都キャンパスの整備計画の推進に関する事項を総括する。

４ 推進本部に副本部長を置き、総長が指名する理事をもって充てる。

５ 副本部長は、本部長を補佐する。

（運営会議等）

第３条 推進本部に、統合移転推進本部会議を置く。

２ 統合移転推進本部会議の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。

（事務）

第４条 推進本部の運営に関する事務は、統合移転推進部統合移転推進課において処理する。

（補則）

第５条 この規則に定めるもののほか、推進本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が定める。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年度九大規則第８４号）

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則（令和２年度九大規則第５３号）

この規則は、令和３年４月１日から施行する。


